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第1表 民事・行政事件年度別一覧表

令和2年10月31日現在
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(注1） に諒舩』とは,次の裏件をいう。
1民事控訴(ネ）
2民事上告(ツ）

3民事再審訴訟(ム）

4民事第一審(ワ）

5行政第一審(行ケ）

6行政控脈(行．）

7行政再審饒舩(行ソ）

(注3) 「その他｣は,次の事件である。
1民事上告提起(ネオ）

2民事上告受理申立て(ネ受）
3民事特別上告提起(ツテ）
4民事群可抗告申立て(ﾗ餅）
5民事特別抗告提起(ラク）
6人身保腫(人ナ）

7民事雑(ウ･人ウ）
8行政上告提起(行サ）

9行政上告受理申立て(行ﾉ）
10行政特別上告提起(行シ）
’1行政餅可抗告申立て(行ﾊ）
12行政特別抗告提起(行セ）
13行政雑(行ﾀ）

14鯛停

(注2） 「抗告lとは,次の事件をいう。
1民事抗告(民事,執行,家事)(ラ）
2民事再審抗告(ム）

‘ 3行政抗告(行ス）

4行政再審抗告(行ソ）

(注4)令和2年の件数は,10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である。
その算出方法は,次のとおりである。

1'令和2年の年間の新受件数(推計値）

（平成2年1月～令和2年10月の新受件数)×(平成31年／令和元年の年間の新受件数）
÷(平成31年1～令和元年10月の新受件数）

2令和2年の年間の既済件数(推計値）

（平成2年1月～令和2年10月の既済件数)×(平成31年／令和元年の年間の既済件数）

÷(平成31年1－令和元年10月の既済件数）
s令和2年末の未済件数(推叶値）

（令和元年末の未済件数)＋(令和2年の年間の新受件数(推計圃)－(令和2年の年間の既済件敷(推齢値)）

※知財高薮の事件数を除く（以下の各表についても同様である｡)。
●

※､令和2年の数値は,速報値である（以下の各表についても同様である｡）。
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第2表訴訟事件(ネ,行.,行ケ,ツ等)(新受｡既済｡未済)件数年度別図表

伸
爾
22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は10月31日までの寮件数を基礎として年間の件数を蝉出した
推計値である．。 ．
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第3表民事控訴事件(ネ)(新受｡既済｡未済)件数年度別図表

（平成22年から令和2年10月まで）

蕊霊'一壱三認
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。 ．
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第4表行政控訴事件(行.)(新受｡既済｡未済)件数年度別図表
『

（平成22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの摩件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第5表民事上告(簡裁第一審)事件(ﾂ)(新受｡既済｡未済)件数年度別図表

（平成22年から令和2年10月まで）
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(注)令和2年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第6表の1 抗告事件(ラ,行ス等)(新受｡既済｡未済)件数年度別図表

（平成22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第6表の2抗告事件(ラ)(行ス)種別新受件数内訳表

(平成22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出じた
推計値である。
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第7表特別部担当事件年度別一堂表

令和2年10月31日現在
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(注3）第3特別部は,（行ケ)及び(ワ)を計上
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第8表 民事控訴事件(ネ)の終局区分別内訳

（平成22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第9表の1 民事｡行政事件の判決における取消し,上告件数等調べ
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(注)1上告提起と上告受理申立ての双方があったものについては, 1件として計上した。
(注)2行政第一審(行ケ)の件数は,総数から知的財産に関する事件数を控除したものである。
(注)3令和2年の件数は,10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である｡
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第9表の2 原判決取消件数等推移表

行政第一審(行ケ）
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22年23年 24年 25年 26年 2？年 28年 29年 30年31･1年2年

(注）令和2年の件数は, 10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である。
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第10表 許可抗告申立事件(新受。既済｡未済)件数調べ

(平成22年から令和2年10月まで）
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(注）令和2年の件数は, 10月31日までの率件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第11表の1 民事｡行政既済事件の審理期間調べ

令和2年10月31日現在
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第11表の2既済事件審理期間内餓表

(令和2年1月から10月まで）
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第12表の1 民事｡行政未済事件の審理類間調べ

令和2年10月31日現在
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第12表の2未済事件審理期間内訳表

令和2年10月31日現在
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第12表の3 種類別民事｡行政未済事件の審理期間内訳表

令和2年10月31日現在
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第13表多数冊事件新受件数年度別経過表及び図表(平成22年から令和2年10g31日まで）
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ノ

第14表法廷内における写真撮影回数及び傍聴券交付回数

(平成22年から令和2年10月31日まで）
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第15表の1 民事｡行政裏件(新受｡既済｡未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ
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７８７ｆ５41.5

42.4

42.5

34.2

19．5

29.5

2,452
－

5,058

41．7

訴 民事控訴

（ネ） 東京 43.3 2,151 Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｎ
翅

函
酬
嘩
園
Ｉ

爵
閑

５
－
２
－

４
．
－

’
’
一
班

両
側
一
刻
菰
四
一
Ｗ
一
Ｗ
一
卿
一
剛

１５１１２

12．2

58.1

47.6

舩
事
件

行政控訴

（行．）

銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨

民事上告

（ツ）

422
－

143 ９
－
－
３
－
６

－
”
「
０
》
７

尽
４
貢
峰

粥
一
一
２

師
即
映
Ｐ
Ｂ
Ｂ
■
４
Ｆ
■
Ⅱ
Ｆ
■
Ⅱ
ｈ
ｈ
ｌ
一

’
１
Ｌ
１
１
Ｉ
ｌ
１

一
報
一
価
一
州
一
岬

縄
一
“
一
釘

１

２
一
一
》

21.7

1

行政第一審
f

（行ケ）

再審再審

(民事諒舩(ム)･行政鯨舩(行ｿ)）(民事諒舩(ム)･行政鯨舩(行ｿ)）

| 驚菫学
－－

(参考） へ

(平成30年）
百一

既済件数事件の種類 －

％－－

銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
頚
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨
一
銅
一
鯨

銅
藤

蕊数
42.4

＝

計

民事控翫
（ネ）訴

舩
蕊
件

行政控訴
（行．） 41.6
民事上告
． （ツ） 37.3 38.3 26.1

行政第一審
（行ケ） 9．4

再審
(民事誘舩(ム)･行政諒舩(行ｿ)）

316
－

105

177

73

4120
-

1.766

33.2

その他事件

（抗告等）
－－－－－＝＝一一一､

一

(注）新受,既済,未済事件の総数には,東京高裁専属管轄(平成25年法律第100号による
改正前の独禁法等)の第3特別部の事件(符号「ワ｣)を含まない。
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御

第15表の2民事｡行政事件(新受｡既済｡未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

（平成31年／令和1年）
グ

一ー ▲ ▲■画

|
新受事件

他高裁

52.4％

廻、

他高裁
57,4％し

1－=＝一 α ■

辮毒薑| ノ

その他

扉舩

総数
■

ヤ

既済事件

辰魂1 、；

東籟I-~1
他高裁!446%| /
55･43' ､ "?/ ，』

その他

蘇舩

1

’､

’
k

P

可

両

l未済事件

[壷］その他

吉
向
％
．
．

｝
鯨
転

■
’
０
げ
■
ｆ
画
ｂ
Ｄ
Ｂ
■
Ｈ
ｑ
。
■
Ｆ

一

口

〃

４

Ｆ

１

０

１

０

■

０

Ｊ

”

高
顕

彰
・
他
５
”

》
裁
％
‐

“
鵬
坪

脈舩

総数他高裁
52.4％

１
１
１
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